
地 基 北 第 1 4 3 号  

令和５年 11 月 13 日  

 

各 地 方 公 共 団 体 の 長 様  

各地方独立行政法人理事長 様  

 

地方公務員災害補償基金北海道支部    

支部長   鈴木  直道   

（公  印  省  略）   

 

令和６年度の概算負担金に係る地方公務員災害補償基金定款  

第１７条の３第１項に規定する理事長が定める率について  

（通知）  

このことについて、別添のとおり地方公務員災害補償基金理事長から通

知がありましたのでお知らせします。  

この理事長の定める率につきまして、北海道支部の全ての団体において

は、普通補償経理が対象となります。  

なお、負担金率（メリット団体を除く）は令和５年度から変更がありま

せんので留意願います。  

記  

当該年度の給与の総額について、前々年度の決算に計上された給与の総

額に理事長が定める率を乗じて得た額に比べて大幅な増減が見込まれ、理

事長が定める率を用いることにより、概算負担金の額が実態と著しく乖離

してしまうおそれのある地方公共団体及び地方独立行政法人（地方独立行

政法人法第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。）（以下「地方

公共団体等」という。）において、この率を用いず、当該地方公共団体等

について理事長が別に定める率を用いる場合は、令和６年３月１３日（水）

までに当支部に申し出てください。  

 

【理事長協議が必要な例】  

・職員数が大幅に変更になり、給与総額が前々年度と大きく違う場合  

 

（一部事務組合）  

・兼務職員だけになり、一部事務組合会計からの給与支給が０になっ

た場合など    

 

（補  償  係）  


